










別紙 9 

備考 

 

 

・土地の所有者が大阪市であるが、届出者が大阪市水道局長である理由 

 

 地方公営企業法第 8 条（管理者の地位及び権限）及び大阪市財産条例第 3 条（財産の管

理者）に基づき管理者である大阪市水道局長にて届出を行う。 

 

 

（参考） 

  地方公営企業法 

 （管理者の地位及び権限） 

 第八条 管理者は、次に掲げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務

の執行に関し当該地方公共団体を代表する。ただし、法令に特別の定めがある場合

は、この限りでない。 

    一 予算を調整すること。 

    二 地方公共団体の議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。 

    三 決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すること。 

    四 地方自治法第十四条第三項並びに第二百二十八条第二項及び第三項に規定す

る過料を科すること。 

   ２ 第七条ただし書の規定により管理者を置かない地方公共団体においては、管理

者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。 

 

  大阪市財産条例 

 （財産の管理者） 

 第３条 本市の財産は、市長及び公営企業管理者（以下財産管理者という。）並びに教育

委員会が法令、条例又は規則の定めるところにより、それぞれこれを管理する。 

 

 

以上 

 

 


